
資料１ 

適用用途標準について 

 

発生土の土質区分は原則として、コーン指数を土質材料の工学的分類体系を指標とし、

表 1１に示す国土交通省のとりまとめた土質区分基準によるものとする。土質改良を行

った場合は改良後の性状で判断するため、発生土及び土質改良土を利用する際の用途は

土質区分に基づき、表 2～表 4 に示す適用用途標準を目安とする。 
搬出先用途によって改良土の満たすべき品質が異なるため、利用用途が決定したら、

適用用途標準を参考とし、土質改良機能の計画を行う。 
 

表 1 土質区分基準 

 
出典：「発生土利用基準について」（平成 18 年８月 10 日、国土交通省） 

  



表 2 適用用途標準（１） 

 
出典：「発生土利用基準について」（平成 18 年８月 10 日、国土交通省） 

 
各用途に対する適用性（評価） 

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意が記載。 

〇：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用が可能なもの。 

△：評価が〇のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

 

  



表 3 適用用途標準（２） 

 
出典：「発生土利用基準について」（平成 18 年８月 10 日、国土交通省） 

 
各用途に対する適用性（評価） 

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意が記載。 

〇：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用が可能なもの。 

△：評価が〇のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

 
  



表 4 適用用途標準（３） 

 
出典：「発生土利用基準について」（平成 18 年８月 10 日、国土交通省） 

 
各用途に対する適用性（評価） 

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意が記載。 

〇：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用が可能なもの。 

△：評価が〇のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 


